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の
納
税
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
町

税
の
納
付
の
ほ
か
、
納
税
に
関
す

る
相
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も
で
き
ま
す
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で
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ぞ
ご
利
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く
だ
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い
。
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９
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５
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税
務
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収
納
対
策
室
（
５
番
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口
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◆
問
い
合
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税
務
会
計
課

収
納
対
策
室
（
察
　－

３
１
１

８２

１
内
線
１
１
５
、
１
１
６
）
へ

ど
う
ぞ
。

　　　　　　　税を考える週間

　１１月１１日から１７日までは、「税を考える週間」

です。この機会に税の仕組みや使い道について

考えてみませんか。宮古税務署では、この週間

にちなみ税理士による無料相談を開催します。

どうぞお気軽にご利用ください。

試期日　１１月１２日（木）

試場所　各税理士事務所

年末調整説明会を開催

　宮古税務署では、年末調整説明会を開催しま

す。平成２１年分の年末調整の仕方や法定調書・

給与支払報告書の提出方法などについて説明し

ますので、税務署から送付された年末調整関係

書類をご持参の上お越しください。

試期日　１１月１９日（木）

試時間　①午前１０時～正午　②午後２時～４時

試場所　宮古市民文化会館大ホール

１１月１１日～１７日

宮古税務署からのご案内
◆問い合わせ　宮古税務署（察62－4611）へ。

　
厳
し
い
経
済
状
況
で
は
あ
り

ま
す
が
、
多
く
の
皆
さ
ん
は
き

ち
ん
と
税
金
を
納
め
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、
滞
納
額
が
大
き
い

人
や
納
税
に
つ
い
て
の
相
談
が

な
い
滞
納
者
に
対
し
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
実
施
し

て
お
り
、
本
年
度
は
９
月
ま
で

に
売
掛
金
や
預
貯
金
な
ど
、　３８

件
2
8
0
万
円
の
差
し
押
さ
え

を
実
施
し
ま
し
た
。

　
ま
た
本
年
度
か
ら
は
、
自
宅

や
事
務
所
な
ど
に
赴
い
て
家
財

な
ど
の
動
産
を
調
査
す
る
捜
索

を
開
始
し
ま
し
た
。
捜
索
の
結

果
、
換
価
可
能
な
動
産
を
見
つ

け
た
場
合
は
差
し
押
さ
え
や
公

売
を
行
い
、
強
制
的
に
滞
納
税
へ

充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
納
税
は
自
主
納
税
が
基
本
で
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
よ

う
、
自
主
的
に
納
税
し
ま
し
ょ
う
。

　
町
で
は
、
病
気
や
失
業
な
ど
の

理
由
で
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
や
仕
事
の
都
合
な
ど

で
平
日
に
納
税
相
談
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
を
対
象
に
、
休
日

　
町
税
の
滞
納
が
増
え
て
い
ま

す
。
滞
納
額
は
９
月
末
現
在
で

普
通
税
（
町
民
税
や
固
定
資
産

税
な
ど
）
が
約
２
億
円
、
国
保

税
は
約
３
億
円
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。
税
金
は
み
ん
な
で
社
会

を
支
え
る
た
め
の
「
会
費
」
と

も
い
え
る
も
の
。
指
定
さ
れ
た

期
限
を
守
っ
て
納
め
ま
し
ょ
う
。
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を
 
強
 
化
 
し
 
て
 
い
 
ま
 
す

税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

各種融資制度のご利用を

県の融資制度を利用する
中小企業への利子補給制度

　町では、県の中小企業向け融資制度（下記の資金に

限る）により事業資金の融資を受けた場合、利子の

０.４％（小規模小口資金については０.３％）と信用保証

料の全額を補給します。

　同制度を利用した資金の融資を希望する方は、山田

町商工会（察８２－２５１５）または下記取扱金融機関まで

ご相談ください。

◆補給対象資金　岩手県小口事業資金（普通小口資金

または小規模小口資金）、中小企業経営安定資金

※中小企業安定経営資金については、融資額が１,２５０

万円を超える場合は、１,２５０万円までが補給の対象と

なります。

◆取扱金融機関　岩手銀行（察８２－３１３１）、北日本銀行

（察８２－３８１１）、宮古信用金庫（察８２－２４５５）

◆問い合わせ

　町産業振興課（察８２－３１１１内線２３４）へ。

滞
納
処
分
を
行
い
ま
す

悪
質
な
場
合
は
捜
索
も

休
日
納
税
窓
口
を
開
設

相
談
も
受
け
付
け
ま
す

　町内の中小企業に対し運転資金や設備資金、開業資

金を融資する制度で、町が１％の利子と信用保証料の

全額を補助金として補給します。

◆対象企業（次の①～③の条件をすべて満たすこと）

①申請時に納期の到来した町税を完納していること

②岩手県信用保証協会の保証の対象となる事業を営ん

でいること

③町内に事業所があり、申請時にその事業を１年以上

継続していること（小口資金、中口資金の場合）

◆貸付利率（１０月１日現在）　融資期間３年以内…年

２.７０％　融資期間３年超１０年以内…年２.９０％

◆貸付限度額　小口資金…１,２５０万円　中口資金…

２,０００万円　開業資金…１,０００万円

◆申込先　左記取り扱い金融機関

山田町中小商工業
金融対策基金融資制度


